
子
育
て
支
援
課
☎（
55
）7
1
1
8

■

子
育
て
支
援
課
☎（
55
）7
1
1
8

■

子
育
て
支
援
課
☎（
55
）7
1
1
8

■

国
民
健
康
保
険
税・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

保
険
年
金
課
☎（
55
）7
1
1
9

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

高
齢
福
祉
課
☎（
55
）7
1
1
6

■令
和
6
年
中
に
納
め
て
い
た
だ
い
た
国
民

健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介

護
保
険
料
納
付
額
確
認
書
を
令
和
7
年
1
月

下
旬
に
送
付
す
る
予
定
で
す
。

年
末
調
整
で
必
要
な
方
は
、問
い
合
わ
せ

先
ま
た
は
各
支
所
で
申
請
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
事
前
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、老
齢
・
退
職
年
金
な
ど
か
ら
の
特

別
徴
収
分
は
、年
金
の
源
泉
徴
収
票
に
含
ま

れ
ま
す
の
で
、年
末
調
整
で
給
与
の
源
泉
徴

収
票
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん（
納
付

額
確
認
書
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
／
来
庁
さ
れ
る
方
の

身
分
証
明
書（
本
人
確
認
）

【
1
点
で
確
認
で
き
る
も
の
】

運
転
免
許
証
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
在
留

カ
ー
ド・特
別
永
住
者
証
明
書・旅
券
な
ど

【
2
点（
2
種
類
）で
確
認
で
き
る
も
の
】

被
保
険
者
証
・
年
金
証
書
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド・預
貯
金
通
帳・診
察
券
な
ど

※

別
世
帯
の
方
が
申
請
さ
れ
る
場
合
は
委
任

状
が
必
要
で
す
。

令
和
6
年
11
月
分
か
ら
、所
得
制
限
額
と

第
3
子
以
降
の
加
算
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。

【
主
な
変
更
内
容
】

①
所
得
限
度
額
の
引
き
上
げ

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
は
、前
年
の
所

得
に
応
じ
て
、手
当
の
全
額
を
支
給
す
る「
全

部
支
給
」と
、一
部
の
み
を
支
給
す
る「
一
部

支
給
」が
あ
り
ま
す
。こ
の
度
、全
部
支
給
お

よ
び
一
部
支
給
の
判
定
基
準
と
な
る
所
得
限

度
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
、お
子
様
1
人
の
場
合
、全
部
支
給

に
つ
い
て
は
160
万
円
か
ら
190
万
円
に
、一
部

支
給
に
つ
い
て
は
、365
万
円
か
ら
385
万
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

②
第
3
子
以
降
の
加
算
額
の
引
き
上
げ

・
第
3
子
以
降
の
加
算
額
が
引
き
上
げ
ら

れ
、第
2
子
の
加
算
額
と
同
様
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、令
和
6
年
11
月
分
か
ら
、全
部
支

給
に
つ
い
て
は
、6
千
450
円
か
ら
1
万
750
円

に
、一
部
支
給
に
つ
い
て
は
、6
千
440
円
か
ら

3
千
230
円
ま
で
が
、1
万
740
円
か
ら
5
千
380

円
ま
で
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。（
所
得
に
応

じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。）

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母
お
よ
び
児

童
が
、高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
合

格
を
目
指
し
対
象
講
座
を
受
講
す
る
場
合

に
、給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※

講
座
を
受
講
す
る
前
に
、事
前
相
談
の
う

え
、講
座
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で

す
。支
給
を
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▼
対
象
者
／
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母

お
よ
び
児
童
で
、母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
策
定
な
ど
の
支
援
を
受
け
て
い
る

方

※

末
子
の
年
齢
が
20
歳
未
満

※

過
去
に
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
方
は

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
制
度
の
支
給
対

象
と
な
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
支
給
額
／※

通
信
制
の
場
合

・
受
講
開
始
時
給
付
金
：
対
象
講
座
の
受
講

料
の
4
割
相
当
額（
上
限
10
万
円
、下
限
4
千

円
）

・
受
講
修
了
時
給
付
金
：
対
象
講
座
の
受
講

料
の
5
割
相
当
額
か
ら
受
講
開
始
時
給
付
金

の
支
給
額
を
差
し
引
い
た
額（
受
講
開
始
時

給
付
金
と
合
わ
せ
て
12
万
5
千
円
が
上
限
、

下
限
4
千
円
）

・
合
格
時
給
付
金（
受
講
終
了
日
か
ら
起
算

し
て
、2
年
以
内
に
全
科
目
合
格
し
た
場
合

に
限
る
）：
対
象
講
座
の
受
講
料
の
1
割
相
当

額（
受
講
開
始
時
給
付
金
、受
講
修
了
時
給
付

金
お
よ
び
合
格
時
給
付
金
の
合
計
が
15
万
円

が
上
限
）

※

通
学
ま
た
は
通
学
・
通
信
制
併
用
の
場
合

は
上
限
額
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

大
学
入
学
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
は
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

※

一
部
条
件
あ
り

母
子
・
父
子
家
庭
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
策
定
を
受
け
、自
立
に
向
け
て
意
欲
的
に

取
り
組
む
ひ
と
り
親
家
庭
の
方
を
対
象
に
、

入
居
し
て
い
る
住
宅
の
家
賃
実
費
を
無
利
子

で
貸
し
付
け
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
者
／
次
の
①
と
②
の
両
方
に
該
当
す

る
方

①
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方

②
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策

定
を
受
け
て
い
る
方

▼
貸
付
額
／
月
額
上
限
4
万
円

▼
貸
付
期
間
／
12
か
月

※

こ
の
給
付
金
に
は
、償
還
免
除
の
制
度
が

あ
り
ま
す
。

【
貸
付
実
施
機
関
】

愛
知
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

愛
知
母
子・父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

お知らせ
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